
今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱 

平成２７年４月 20 日 

（設置） 

第１条 今金町まち・ひと・しごと創生戦略本部設置要綱第６条第１項の規定に基づ

き、今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議（以下「会議」という。）を設置す

る。 

（組織） 

第２条 会議は、委員１０人以内で組織し、町長が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（委員長等） 

第４条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初に開かれる会議は、

町長がこれを招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取すること

ができる。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。 

（報酬等） 

第８条 委員が委員会に出席した場合は、報酬及び費用弁償を支給する。 

２ 委員の報酬及び費用弁償については、今金町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に

関する条例第３条及び４条に規定する別表の附属機関の委員その他の構成員に基づ

き支給する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成 27 年４月 20 日から施行する。  


